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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、ドイツにおいて音楽科教師の専門性と教授能力がどのように育成されてい
るのかを明らかにすることである。ハンブルク州を対象として、大学における養成（第1段階）および大学修了後の試
補勤務（第2段階）の制度と内容を精査した。その結果、第1段階では教科の専門的学習と教育諸科学の学習を専門大学
（ハンブルク音楽演劇大学）と総合大学教育学部（ハンブルク大学）で行い、各専門性を高めていること、第2段階で
は試補勤務校において実践経験を積みながら教員養成ゼミナールで教師としての実践力を高め、第2次国家試験で教師
としての資質・能力の最終確認が行われることが明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study is to reveal the system and process of highly 
professional music teacher training in Germany. In Hamburg, pre-service teachers study music intensively 
in Hamburg music college, and they also study pedagogy and didactics in Hamburg university in parallel. 
After 4-year bachelor and 2-year master program, they work at some schools on probation with special 
seminars on teachership and subject content for 18 months in the institut of teacher training . After 
that, they have to pass the national exam for teachers. The exam consists of 4 sections; pedagogical 
behavior in schools, lesson practice, a written assignment based on their own practice, and oral exam. In 
the process of the long-term training, pre-service music teachers develop their expertness on teaching, 
and acquire great autonomy to teaching.

研究分野： 音楽教育学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（1）我が国における教員養成改革 
教師の質的向上は我が国において喫緊の

課題として捉えられている。例えば、平成 24
年 8 月の中央教育審議会答申「教職生活全体
を通じた教員の資質能力の総合的な向上方
策について」では、教職生活全体を通じて学
び続ける教員を継続的に支援するための改
革を行う必要性が強調されている。つまり、
自主的な探究力、専門職としての高度な知
識・技能、実践的指導力が教師に必須の資質
能力であることが再確認されている。このよ
うな抜本的な教員養成に関する改革の背景
には、①基本的な専門的知識・技能は獲得し
ていても、それを教育学や教科教育学の内容
と関連づけた実践的指導力が欠けているこ
と、②大学での養成と現職研修は分断された
ものであり教師が学び続ける体制が不十分
であること、③大学と教育委員会の連携・協
働を強化し、教員養成を修士レベル化するこ
となどの問題が存在している。 

 
（2）ドイツにおける教員養成改革 
 このような我が国の教員養成改革の動向
と類似する点が多いのがドイツである。ドイ
ツの教員養成は、大学における養成と試補勤
務の 2 段階で行われるが、1990 年代から様々
な問題点が指摘されている。また、2000 年に
行われた OECD による PISA 調査の結果不振
から、各州文部大臣会議は教師の専門性の改
善を優先的課題として位置づけた。これらを
受けて、各州文部大臣会議の専門家委員会お
よび学術協議会は教員養成に関する報告書
や勧告を公表するなど、ドイツにおいても教
師の質的向上は喫緊の課題として浮上して
いる。では、ドイツの教員養成における問題
点とは何だったのか。長島（2006）によれば、
大学における養成は、専門性が高いものの教
育方法や教科教授学の学修が不十分であり、
学校実践から遠ざかる傾向にある。また、教
員養成に関わる大学、試補勤務期間の教育を
行う試補教員研修所および養成担当校の三
者の協力が不十分である。これらのことから、
ドイツの教員養成の課題は、①教科に関する
専門的知識・技能と教育学や教科教育学に基
づく教職能力の両者を両立して獲得するこ
と、②大学における養成と試補勤務を連携さ
せること、に集約される。また、ヨーロッパ
規模の高等教育の制度的共通化（ボローニャ
プロセス）に基づいて、③後期中等教育に関
わる教員養成は連続する学士・修士課程にお
いて行われることが推奨され、現在、州によ
って多様な取り組みがなされている。これら
の課題は我が国の教員養成における課題と
一致しており、ドイツの教員養成に着目して
研究を行う意義が大きい。 
 
（3）音楽科教員養成における課題 

一般に、音楽科教師に求められる専門性・
教授能力について整理すると、概ね次のよう
に示すことができる。すなわち、①教師とし
て必要な教育学や心理学の知識、②音楽専門
的な知識や技能、③音楽教育学の知識と実践
力（音楽専門的な知識や技能を教育現場レベ
ルで実践可能にする）、である。昨今の日独
の教員養成改革の流れにおける課題は、
①②③に関連する各科目を教育実践レベル
において統合することである。その背景には、
教師を目指す学生は教員養成課程で開講さ
れる各科目の学習によって当該知識や技能
を獲得するものの、その知識や技能が教育現
場における実践とは乖離したものになって
おり、教師として本来必要な知識・技能が獲
得できていない現状がある。また、各科目間
の知のつながりも希薄であり、相互の関連性
を見失うこともある。このように、教育・心
理学領域科目と音楽（科）領域科目の統合、
および音楽（科）領域内の各科目間の統合、
の二重の統合が必須となる。先述したように
教師に必須の資質能力である、自主的な探究
力、専門職としての高度な知識・技能、およ
び実践的指導力は、教員養成システムにおけ
る二重の統合を成し得て初めて獲得される
といえる。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、音楽科教師の専門性と教

授能力の育成について、我が国の教員養成改
革と類似点が多いドイツを事例として明ら
かにすることである。先述したように、教師
の質的向上は教育改革におけるグローバル
かつ喫緊の課題である。大学における養成と
試補勤務の 2 段階の教員養成システムを採用
し、国家試験を課すドイツに着目し、①教育
学領域における教員養成制度研究に基づき
ながら、音楽科教育の視点で教員養成の構造
を捉え、②大学と試補勤務の各段階における
教育内容を明らかにし、③音楽科教師に求め
られる専門性と教授能力がいかに育成され
うるのかを質的に明らかにする。 
 
３．研究の方法 
 ドイツの教員養成に関する従来の研究は、
主に大学における養成と試補勤務における
教育、およびそれらの修了を意味する国家試
験の制度的研究であった。これらはいずれも
教育学的な包括的視点による制度研究であ
り、各教科の視点による研究ではない。各教
科の視点では、地理および理科に関する研究
がある。本研究で取り扱う「音楽科」につい
ては、佐野（1984）が大学における養成と国
家試験の規程を分析し、伊藤（2003、2004）
が大学における養成カリキュラムと教員養
成課程の実技試験の内容を分析するにとど
まっている。本研究では先行研究をさらに発
展させ、ドイツにおける教員養成に関して、
教育学的視点を基礎としながら音楽科教育
の文脈で、大学における養成と試補勤務にお



ける教育の双方について制度面と実際の運
用面を資料調査および現地調査に基づいて
明らかにする。また、本研究は、単なる制度
研究ではなく、音楽科教員に求められる実践
的指導力をどのように獲得しうるかという
教師教育プロセスを現地調査に基づいて質
的に明らかにする。 
 
４．研究成果 
（1）ドイツにおける音楽科教員養成の構造 
 ドイツの音楽科教員養成は、大きく 2 つの
段階からなる。第 1 段階は、大学における養
成教育である。元来ドイツの大学は修士号
（Magister）をもって大学の学修を修了とし
ていたが、現在では、ほとんどの州において
ボローニャプロセスの影響を受けて学士
（Bachelor）・修士（Master）制度を導入して
いる。例えばベルリン州もそのひとつであり、
ベルリン芸術大学が音楽科教師を養成する
課程を設置している 1）。ギムナジウムの教職
課程を例にすると、学士課程で全 180 単位（6
セメスター）、修士課程で全 120 単位（4 セメ
スター）の習得が必要である。ベルリン芸術
大学では音楽の専門的内容と音楽科教授法
に関する講義やゼミが提供されるが、音楽以
外の第 2 授業科目の内容や教育諸科学に関す
る内容は、ベルリン自由大学およびフンボル
ト大学において提供される。 
学士課程における学修は 10 のモジュール

によって構成されており、演奏、音楽学、音
楽理論、音楽教育学、授業実践の各専門教育
が含まれる。修士課程における学修は 3 つの
モジュールと修士論文によって構成されて
おり、学士課程よりも内容は細分化され、専
門性が高くなっている。 
 標準年限が 6 セメスターの学士課程を修了
しただけでは教師となる資格は得られない。
接続する修士課程で教育学修士を取得し、第
1 次国家試験を経て、2 年間の試補勤務、お
よび第 2 次国家試験を合格することによって、
正規の教師となる。 
 教員養成の第 2 段階は、教員養成研修所と
養成担当校における養成教育である。試補教
員は毎週 2 回のゼミナールにおいて教育諸科
学、選択した 2 科目の教科教育学の授業を受
ける。それ以外は指導教員のもと養成担当校
で授業を行う。 
 
（2）音楽科教員養成で求められるコンピテ
ンシー 
①教育諸科学のコンピテンシー 
 KMK は 2004 年に「教員養成スタンダー
ド：教育諸科学」を策定した。これは、教員
養成における教育学、一般教授学、教育心理
学、教育社会学に関するスタンダードを示し
たものである。 
 このスタンダードでは、教員養成において
獲得しなければならない教育諸科学に関す
る専門性が 4 つの領域（授業、教育、評価、
刷新）に分けられ、これらに位置づく 11 の

コンピテンシーに理論的・実践的部分のスタ
ンダードが示されている。 
このスタンダードの特徴として、別惣

（2010）は、教育学者、各教科の専門家、各
教科の関連学会、教員組合等で組織されたワ
ーキンググループによって作成され、ドイツ
全州の教員養成制度に導入されていること、
4 つの領域のなかで、「授業」と「教育」にお
いて子どもの学習や教育の在り方が考慮さ
れていること、そして大学における養成教育
と学校現場での実践を結びつけたり、大学に
おける養成教育と試補勤務とを結びつけた
りすることが求められていることを指摘し
ている。 
②音楽科のコンピテンシー 
教育諸科学に関する教員養成スタンダー

ドが策定された 4 年後、2008 年に「教科プロ
フィール」が策定されたことをもって、教員
養成スタンダードは完成された。「教科プロ
フィール」には、教師が学校現場で実際に働
くうえで生じる課題解決のために求められ
る、教科専門と教科教授法に関するコンピテ
ンシーが示されている。この教科のコンピテ
ンシーは、教員養成の第 1 段階、第 2 段階、
および教師となった後の継続研修において
包括的に獲得されるものである。特に、教科
専門に関する基礎的コンピテンシー、教科専
門の認識・活動方法、および教科教授法の要
求（到達目標）が、第 1 段階の大学における
養成教育で形成され、ここでの学修を基盤と
して、授業実践に関わる多くのコンピテンシ
ーが、第 2 段階の試補勤務において形成され
る。 
音楽科のコンピテンシーを整理すると、①

音楽の教科専門として前提条件となる芸術
的・音楽的感性の獲得とそれらの感性の指導
力、②多様な音楽へ接近し、対応する能力の
獲得、③授業構成力の獲得、④音楽教育に関
する研究の視点と研究遂行能力の獲得、⑤教
授法の知識と省察能力の獲得、⑥一体化され
た指導と評価の経験と理解、が求められてい
るといえる。 
 
（3）音楽科教員養成課程における学修 
 ―ハンブルク州を事例として― 
①総合大学における教育学の学び 
 ハンブルク州の音楽科教員養成は 1960 年
代の大学改革による学部組織の再編の際に、
各科教育学（教科教授法）を一般教育学と同
じ教育諸科学のグループに統合した歴史が
あることから、教育諸科学の領域を総合大学
（＝ハンブルク大学）で学び、音楽の専門領
域を専門大学（＝ハンブルク音楽演劇大学）
で学ぶ二重在籍の制度をとっている。このこ
とにより、結果として教育諸科学の内容を深
めつつ、音楽科教師に必須となる音楽専門的
知識・技能を高めている。 
 ハンブルク州では 2007/2008 年から学士課
程と修士課程をそれぞれ新設し、それらを一
体として教員養成の第 1 段階とするようにな



った。その際に、修士課程修了をもって第 1
次国家試験に換えることとなった。また、教
員養成の第 2 段階にかける期間も 24 か月か
ら 18 か月へと短縮されることとなった。 
学士課程と修士課程における学修は、「教

育学」「第 1 授業科目」「第 2 授業科目」の 3
つの部分課程（Teilstudiengang）から構成され
る。学士課程における授業科目の標準単位数
は 45 単位であるが、音楽と造形芸術は 105
単位が要求される。それに伴い、学修期間も
標準 6 セメスター（180 単位）から 8 セメス
ター（240 単位）に拡大される。 
学士課程では、教育学、教授法、学校教育

学、教育実習などの 8 つのモジュールが規定
のセメスターに配置され、学修が構造化され
ている。修士課程には、教育学、教科教授法、
教育実習などに関する 5 つのモジュールが配
置されている。教育学に関するモジュールは
「多様性 Heterogenität」「新たなメディア Neue 
Medien」「学校開発 Schulentwicklung」の教科
の枠を越えた 3 つのテーマに基づき、教育学
の知識を深め、これらに対して批判的に省察
したり、問題として捉える能力を獲得したり
する。 
総合大学であるハンブルク大学の学修は、

教育学と教科教授法で構成される。したがっ
て、音楽に関連した内容は、音楽科教授法が
中心となる。音楽の授業の構造や授業形成の
プロセスの基礎を学習するとともに、音楽科
教育に付随するものとして、音楽教育史の概
観や、音楽科教育のもつ社会的意味について
の考察が行われる。しかし、これらのような
理論的側面のみを扱うわけではなく、初等教
育段階の授業づくりに関する実践的・具体的
演習が展開されており、理論的知識を実践へ
活用する力が獲得されるべく、講義、ゼミナ
ール、補習授業などを重ね合わせて、比較的
内容の濃い学修が設計されている。修士課程
では学士課程よりもさらに理論的色彩が強
くなり、音楽の授業に関わる目標論、カリキ
ュラム論、学力論、評価論などが学習対象と
なる。ここでは、音楽科教育の実践的側面は
集中的な教育実習において訓練される。 
 これらの学修は、1 つの授業が単独で機能
するのではなく、複数の授業が連動しながら
1 つの学習テーマを形成する方法（モジュー
ル）によって成立している。 
 
②専門大学における音楽的内容の学び 
ハンブルク音楽演劇大学の学士課程で提

供されるモジュールは大きく次の 4 つからな
る。芸術専門教育（Künstlerische Ausbildung ）、
応用音楽（ Angewandte Musik ）、音楽学
（Musikwissenschaft）、および選択必修モジュ
ールである。以下は、初等・前期中等教育段
階のための教職課程の場合を示す。 
芸術専門教育では、主専攻楽器と 2 つの副

専攻楽器の計 3 種目の個人レッスンが行われ
る。具体的には、入学試験の実技に基づき、
2 つの器楽と声楽を扱い、器楽には鍵盤楽器

（ピアノ、オルガン、チェンバロ、アコーデ
ィオンのいずれか）を含めなければならない。
また、主専攻楽器は第 6 セメスターまで開講
されるが（希望に応じて第 8 セメスターまで
延長可能）、副専攻楽器は第 4 セメスターま
でしか開講されない。 
応用音楽では、音楽理論、聴音、リトミッ

ク、合唱／合奏のほかに、学校実践ゼミナー
ルが開講される。ここでは、学校における多
様な演奏の状況（特にクラス合奏）に密接に
特化した編曲や演奏を行うための能力を獲
得する。また合唱指導では、クラス合唱に適
した指導を行う能力を獲得する。 
音楽学には音楽学概論、音楽史、形式論が

含まれている。 
修士課程の学習は、2 つのモジュール、す

なわち芸術的実践（Künstlerische Praxis）と選
択必修モジュールで構成される。初等・前期
中等教育段階のための教職課程の場合、芸術
的実践にアンサンブル指導としてクラスオ
ーケストラやビッグバンドなどの活動で必
須となる指揮法や練習法、関連楽曲の知識を
獲得する。また、学校実践の演奏では学校実
践の文脈においてピアノ演奏の専門的知識
やギター、サクソフォン、打楽器等の実践的
基礎知識を獲得する。とりわけ、ポピュラー
音楽の伴奏や即興演奏の能力を獲得するこ
とに重点が置かれる。 
 
③音楽大学の入学試験 
 大学入学資格（アビトゥーア）を取得して
いれば大学入学が許可されるドイツである
が、音楽領域では教員養成課程でも実技試験
（適性試験）が個別に課される。ハンブルク
音楽演劇大学における初等教育段階と前期
中等教育段階の教職課程のための入学試験
は、音楽のグループ指導、聴音、音楽理論、
主専攻実技、副専攻実技、声楽と発話、の 6
種目が課題となる。ギムナジウムのための教
職課程の場合も同様であるが、各種目の試験
曲が増え、現代音楽も要求されるなど水準が
高くなっている。いずれの場合も、ジャズ、
ロック、ポップの領域の演奏を 1 曲含めなく
てはならない。 
このように、鍵盤楽器、他の楽器、声楽の

演奏に加えて音楽理論や聴音、ソルフェージ
ュ、グループ指導等を盛り込んだドイツの入
学試験は、音楽の演奏者として必要な包括的
知識・技能を確認しようとしている。また、
ジャズ、ロック、ポップの領域の演奏も含ま
れ、学校教育の現場に即した試験内容である。
さらに、グループ指導が課せられており、教
員養成課程に入学を希望する時点ですでに
音楽指導に対する何らかの考えをもち、教師
としての道に興味関心をもっていることが
求められる。 
 
（4）試補勤務における養成 
試補勤務は、勤務校における教育実践と、

教員養成研究所におけるゼミナールや教師



トレーニングなどの 2 つで構成される。勤務
校では平均して週に 8～12 時間の授業を担当
する。授業以外には、授業観察を行い（9 回）
指導教員からフィードバックを得たり、試補
同士で授業観察を行ったり（20 回）して、協
働的に授業を省察する能力を高める。教員養
成研究所の学修としては、教職全般に関わる
ゼミナールが 70 時間、教科に関わるゼミナ
ールが 2 教科で各 48 時間設定されており、
複雑な学習状況や学校での経験に基づく具
体的な状況について体系的に学んだり、状況
に応じた行動の決定や計画を行ったり、実践
的に省察・評価することを学ぶ。ゼミナール
に関連して、授業計画や妨害への対応、教育
相談、インクルーシブ授業などのテーマに基
づく学習が 26 時間設定されている。また、
チームトレーニングの必修モジュールが 12
時間、各自の発展的要求に応じた選択モジュ
ールが 12 時間、さらに同僚の助言、自己評
価、授業妨害などの行為や、映像分析、時間
管理、ストレス対処法などをテーマにした教
師トレーニングが 27 時間設定されている。 
 
（5）教職のための第 2 次国家試験 

18 か月の試補勤務を経た後、第 2 次国家試
験が行われる。ここでは、教師としての資
質・能力の最終的な判断が行われる。試験は
大きく 4 つのセクションから構成される。す
なわち、①試補勤務における教育的振る舞い
の報告（40%）、②授業実践の試験（30%）、
③口述試験（20%）、④レポート課題（10%）
である。これらは内包される評価規準に従っ
て 5 段階で評価される。 
 このように、試補勤務期間中の全体的な観
察に基づいて、教師の資質と教職における多
様な課題対応能力の程度が吟味され、授業実
践による授業づくりの能力が確認されるな
どを通して、自律的に、また学校共同体の構
成員として協力的に職務を遂行する水準に
達しているかどうかが判断される。 
 
（6）ドイツの音楽科教師の専門性と教授能
力の育成 
 ハンブルク州では教科の専門性を基礎と
して、現代の教育課題に対応できる教育的能
力の高い教員養成を行うべく改革を行って
きた。その結果、総合大学と専門大学の双方
において教育諸科学と教科専門的知識・技能
を修得する制度を採用している。さらに、ボ
ローニャプロセスの影響を受けて、教員養成
課程も学士課程と修士課程の 2 段階連続とな
り、その内容もモジュール制によって学習が
カテゴライズされることとなった。また、ハ
ンブルク州では一般的な学士課程の修業年
数の 3 年間を 4 年間に引き延ばすことによっ
て、音楽科教師の基盤となる音楽的・芸術的
能力を最大限に高めている。ここで培った音
楽性や芸術性は、修士課程以降においてさら
に学校音楽の文脈で再解釈され、試補勤務で
は教育方法的な視点や教育心理学的な視点

が大部分を占めることとなる。 
 これらの一連の教員養成制度をコントロ
ールしているのが、州の教員養成・学校開発
研究所（Landesinstitut fuer Lehrerbildung und 
Schulentwicklung）である。この研究所が教員
養成課程を置く各大学や試補勤務校との連
携、教員養成ゼミナールの実施・運営を、一
貫して統括し、さらに第 2 次国家試験の実施
と評価、現職教員のための継続教育の実施も
行うなど、州の教員養成に関わるすべてに責
任をもっている。 
 様々な専門性の高い要求とそれを実現す
る制度設計、それらの実質的責任という点に
おいて、ドイツ・ハンブルク州の音楽科教員
養成制度は極めて優れた制度であると言え
る。わずか 4 年間の学修で教壇に立つ我が国
の制度とは根本的に異なっている。ドイツの
場合、養成段階を終える時点で教師の専門性
は必然的に高い。このように、初めから高い
専門性をさらに高めたり、拡張したりするこ
とが、世界規準としての教員養成に求められ
ていることと言えよう。そのためには、我が
国の抜本的な教員養成改革は急務である。 
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